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社債の発行 

 

 
 

 

 

社債の譲渡 

 

 譲渡の方法 

（効力要件） 

第三者への対抗 会社への対抗 

ⓐ記名社債 

＋社債券不発行 

意思表示 名義書換え 

（会社 688Ⅰ） 

名義書換え 

（会社 688Ⅰ） 

ⓑ記名社債 

＋社債券発行 

社債券の交付 

（会社 687） 

社債券の交付 

（会社 688Ⅱ参照） 

名義書換え 

（会社 688ⅠⅡ） 

ⓒ無記名社債 

＝社債券発行 

（会社 681④） 

社債券の交付 

（会社 687） 

社債券の交付 

（会社 688Ⅲ） 

社債券の交付 

（会社 688Ⅲ） 

ⓓ振替社債 

＝社債券不発行 

（社債株式振替 67Ⅰ） 

譲受人口座への記

載・記録（社債株式

振替 73） 

譲受人口座への記

載・記録（社債株式

振替 73・86の 3） 

譲受人口座への記

載・記録（社債株式

振替 73・86の 3） 

 

目論見書で代替される場合 

（会社 677Ⅳ、会社則 164） 

 

 

 

＊申込証拠金を添えて申込み 

 →ⓓの払込みに充当 

 

 

 

どれだけ割り当てるかは会社の裁量 

割当数の通知（会社 678Ⅱ） 

割当てにより申込者は社債権者に 

（会社 680①） 

ⓐ申込みをしようとする
者に通知（会社 677Ⅰ） 

ⓒ割当て 

（会社 678Ⅰ） 

ⓑ申込み 

（会社 677ⅡⅢ） 

ⓓ払込み（会社 676⑨⑩） 

総数引受契約を締結する
場合（会社 679） 

総数引受者は社債権
者に（会社 680②） 


